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【第３号議案】 

 

 

令和５年度 全国イノベーション推進機関ネットワーク

役員人事 

 
  以下のとおり、会⻑代⾏を選出し、運営委員⻑、運営委員及び監事を
選任することとする。任期は、次回通常総会までとする。 
役職 所属機関名及び役職名 氏名   

会⻑代⾏ 一般財団法人日本立地センター 理事⻑ 平井 敏文 再任 

運営委員⻑ 公益財団法人あきた企業活性化センター 理事⻑ 妹尾 明 再任 

運営委員 

（11 名） 

公益財団法人函館地域産業振興財団 副理事⻑ 安井 肇 再任 

公益財団法人みやぎ産業振興機構 副理事⻑ 小林 徳光 再任 

一般社団法人首都圏産業活性化協会 事務局⻑ 芳賀 啓一 再任 

公益財団法人富山県新世紀産業機構 理事⻑ 伍嶋 二美男 再任 

公益財団法人三重県産業支援センター 理事⻑ 岡村 昌和 再任 

公益財団法人ふくい産業支援センター 常務理事 山本 雅已 再任 

公益財団法人わかやま産業振興財団 専務理事 大山 茂 再任 

公益財団法人中国地域創造研究センター 専務理事 大井 博文 再任 

公益財団法人やまぐち産業振興財団 副理事⻑ 福田 浩治 再任 

公益財団法人えひめ産業振興財団 専務理事 髙石 淳 再任 

一般社団法人九州半導体・デジタルイノベーション 
協議会 統括コーディネータ 

牧野 豊 再任 

監事 

（2 名） 

城南信用金庫 理事⻑ 川本 恭治 再任 

公益財団法人岡山県産業振興財団 専務理事 清水 生三 再任 
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＜参考＞ 
（役員及び定数） 
第１２条 イノベーションネットに次の役員を置く。 
一 最高顧問  １名  
二 会⻑    １名 
三 会⻑代⾏  １名 
四 運営委員⻑ １名 
五 運営委員  １５名以内  
六 監事    ２名 
２ 最高顧問は、会⻑経験者であって、運営委員会の推薦に基づき、総会の承認を受けて
選出する者とする。 
３ 会⻑及び会⻑代⾏は、イノベーションネットの⾏う事業に関し深い識⾒を有する者の
うちから、運営委員会の推薦に基づき、総会の承認を受けて選出する。 
４ 運営委員⻑、運営委員及び監事は、正会員の中から総会において互選によって選任す
る。ただし、任期中に正会員である組織から退職、他へ異動等した場合には、後任者を当
該組織において任意に選任できるものとする。 
 
（役員の職務） 
第１３条 最高顧問は、イノベーションネットを総理する。 
２ 会⻑は、イノベーションネットを代表し、業務を統轄する。 
３ 会⻑代⾏は、会⻑を補佐し、また、会⻑に事故があるときはその職務を代理する。 
４ 運営委員⻑及び運営委員は、運営委員会を構成し、業務の執⾏を決定する。 
５ 運営委員⻑は、運営委員会の会務を統轄する。 
６ 監事は、イノベーションネットの財務の状況の監査及び総会への報告の職務を⾏う。 
 
（役員の任期） 
第１４条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。 
２ 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 
３ 役員は、任期満了後でも、後任者が就任するまではその職務を⾏う。 


